
1件目の工事について，現場代理人が主任技術者を兼務しているパターン

現場代理人 Ａ 現場代理人 Ａ
主任技術者 Ａ 主任技術者 Ａ

現場代理人 Ａ 現場代理人 Ｃ
主任技術者 Ｂ 主任技術者 Ｂ

現場代理人 Ｂ 現場代理人 Ｂ
主任技術者 Ａ 主任技術者 Ｂ

1件目の工事について，現場代理人と主任技術者を別に配置しているパターン

現場代理人 Ａ 現場代理人 Ａ
主任技術者 Ｂ 主任技術者 Ａ

現場代理人 Ａ 現場代理人 Ｂ
主任技術者 Ｂ 主任技術者 Ｃ

現場代理人 Ａ 現場代理人 Ｃ
主任技術者 Ｃ 主任技術者 Ｂ

現場代理人 Ｂ
主任技術者 Ａ

現場代理人 Ｂ
主任技術者 Ｂ

【凡例】
〇：兼務可
△：条件付きで兼務可
×：兼務不可
なお，工事１～３は契約順を表す。

★現場代理人の兼務可否パターン★

1.

工事１ 工事２ 工事３

△：工事１と工事２の関係が，以下のいずれかに該当し，同一の主任技術者が管理する
　ことが望ましいと判断される場合のみ認める。
　　①工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる場合
　　②施工に当たり相互に調整を要する場合
　　※②の例：「道路改良工事」と「それに伴う水道管布設替工事」

2.

工事１ 工事２ 工事３

×：既に主任技術者として配置されている者は，他の工事の現場代理人にはなれない。
　　ただし，主任技術者として配置されている工事で現場代理人を兼ねている場合(1.のパ
　　ターン)に限り，他の工事の現場代理人を兼務することを認める。
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